
山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
六
号　
　

令
和
三
年
三
月
十
二
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年　

一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

金 曜 日

号
外
第
六
号

　

令
和
三
年

三
月
十
二
日　

山
梨
県
公
報

　
　
　
　
　
　

目　
　
　

次

　
　
　
　

条　
　
　

例

○
山
梨
県
ホ
ス
ト
タ
ウ
ン
等
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
基
金
条
例	

一

○
山
梨
県
計
量
法
関
係
手
数
料
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

二

○
山
梨
県
警
察
組
織
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

二

　
　
　
　
　
　

条
例
の
あ
ら
ま
し

○�　

山
梨
県
ホ
ス
ト
タ
ウ
ン
等
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
基
金
条
例
（
条
例
第
一
号
）（
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
推
進
課
）

1
	　

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
及
び
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
の
開
催
に
関
し
、
ホ
ス
ト

タ
ウ
ン
及
び
事
前
キ
ャ
ン
プ
地
に
お
け
る
選
手
等
の
受
入
れ
に
際
し
て
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
に
対
す
る
対
策
を
実
施
す
る
た
め
、
山
梨
県
ホ
ス
ト
タ
ウ
ン
等
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

対
策
基
金
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

2
	　

基
金
に
積
み
立
て
る
額
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
で
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

3
	　

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
金
融
機
関
へ
の
預
金
そ
の
他
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
方
法
に
よ
り
保
管

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。

4
	　

知
事
は
、
財
政
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
確
実
な
繰
戻
し
の
方
法
、
期
間
及
び
利
率
を

定
め
て
、基
金
に
属
す
る
現
金
を
歳
計
現
金
に
繰
り
替
え
て
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。

5
	　

基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
し
て
基
金
に
編
入
す
る
こ

と
と
し
た
。

6
	　

基
金
は
、基
金
の
設
置
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費
の
財
源
に
充
て
る
場
合
に
限
り
、

一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し

た
。

7
	　

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
金
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
定
め
る
こ
と

と
し
た
。

8
	　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

9
	　

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
こ
と
と
し
た
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
基
金
に
残
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
残
額
を
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
し
て
、
国

庫
に
納
付
す
る
こ
と
と
し
た
。

10	　

6
に
か
か
わ
ら
ず
、
基
金
は
、
基
金
に
積
み
立
て
る
た
め
国
か
ら
交
付
を
受
け
た
資
金
の
全
部
又

は
一
部
を
、
そ
の
求
め
に
応
じ
て
国
に
返
還
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費
の
財
源
に
充
て
る
と
き
は
、

一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し

た
。

○�　

山
梨
県
計
量
法
関
係
手
数
料
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
二
号
）（
産

業
政
策
課
）

1　

最
近
の
特
定
計
量
器
の
生
産
状
況
等
に
鑑
み
、
次
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

　

㈠　

特
定
計
量
器
検
定
手
数
料
に
検
出
部
が
電
気
式
の
ア
ネ
ロ
イ
ド
型
血
圧
計
の
規
定
を
加
え
る
。

　

㈡	　

特
定
計
量
器
検
定
手
数
料
か
ら
タ
ク
シ
ー
メ
ー
タ
ー
及
び
ベ
ッ
ク
マ
ン
温
度
計
の
規
定
を
削
除

す
る
。

　

㈢	　

計
量
証
明
検
査
手
数
料
か
ら
ベ
ッ
ク
マ
ン
温
度
計
及
び
ボ
ン
ベ
型
熱
量
計
の
規
定
を
削
除
す

る
。

　

㈣　

そ
の
他
規
定
の
整
備
を
行
う
。

2　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○�　

山
梨
県
警
察
組
織
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
号
）（
警
察
本
部
警
務
課
）

1
	　

警
察
法
施
行
令
に
基
づ
き
、
警
察
署
の
名
称
を
「
山
梨
県
韮
崎
警
察
署
」
か
ら
「
山
梨
県
甲
斐
警

察
署
」
に
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

2
	　

1
の
改
正
に
伴
い
、
山
梨
県
警
察
署
協
議
会
条
例
に
つ
い
て
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

3　

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
五
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
　
　
　
　
　

条　
　
　

例

　

山
梨
県
ホ
ス
ト
タ
ウ
ン
等
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
基
金
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

山
梨
県
条
例
第
一
号

　
　
　

山
梨
県
ホ
ス
ト
タ
ウ
ン
等
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
基
金
条
例

（
設
置
）

第�

一
条　

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
及
び
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
の
開
催
に
関
し
、
ホ

ス
ト
タ
ウ
ン
及
び
事
前
キ
ャ
ン
プ
地
に
お
け
る
選
手
等
の
受
入
れ
に
際
し
て
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
（
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
令
和
二
年
一
月
に
、
中

華
人
民
共
和
国
か
ら
世
界
保
健
機
関
に
対
し
て
、
人
に
伝
染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
が
新
た
に
報



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
六
号　
　

令
和
三
年
三
月
十
二
日

二

告
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
感
染
症
を
い
う
。
）
に
対
す
る
対
策
を
実
施
す
る
た
め
、
山
梨

県
ホ
ス
ト
タ
ウ
ン
等
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。
）
を
設

置
す
る
。

（
積
立
て
）

第�

二
条　

基
金
に
積
み
立
て
る
額
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
で
定
め
る
。

（
管
理
）

第�

三
条　

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
金
融
機
関
へ
の
預
金
そ
の
他
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
方
法
に
よ
り

保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
繰
替
運
用
）

第�

四
条　

知
事
は
、
財
政
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
確
実
な
繰
戻
し
の
方
法
、
期
間
及
び
利

率
を
定
め
て
、
基
金
に
属
す
る
現
金
を
歳
計
現
金
に
繰
り
替
え
て
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
運
用
益
金
の
処
理
）

第�

五
条　

基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
し
て
基
金
に
編
入
す

る
も
の
と
す
る
。

（
処
分
）

第�

六
条　

基
金
は
、
基
金
の
設
置
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費
の
財
源
に
充
て
る
場
合
に

限
り
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
任
）

第�

七
条　

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
金
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
定
め

る
。

　
　
　

附　

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
こ
の
条
例
の
失
効
等
）

2
	　

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
基

金
に
残
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
残
額
を
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
し
て
、
国
庫
に
納
付
す

る
も
の
と
す
る
。

（
処
分
の
特
例
）

3
	　

第
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
基
金
は
、
基
金
に
積
み
立
て
る
た
め
国
か
ら
交
付
を
受
け
た
資

金
の
全
部
又
は
一
部
を
、
そ
の
求
め
に
応
じ
て
国
に
返
還
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費
の
財
源
に
充
て

る
と
き
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

　

山
梨
県
計
量
法
関
係
手
数
料
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

山
梨
県
条
例
第
二
号

　
　
　

山
梨
県
計
量
法
関
係
手
数
料
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

山
梨
県
計
量
法
関
係
手
数
料
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
山
梨
県
条
例
第
十
八
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
一
の
項
1
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
同
項
1
ハ
⑴
中
「
ベ
ッ
ク
マ
ン
温
度
計
及
び
」
を
削

り
、
同
項
1
中
ハ
を
ロ
と
し
、
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
を
ハ
か
ら
ホ
ま
で
と
し
、
同
項
1
ト
⑵
中
「
（
検
出
部

が
電
気
式
の
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
項
1
中
ト
を
へ
と
し
、
チ
か
ら
ヌ
ま
で
を
ト
か
ら
リ
ま

で
と
し
、
同
項
2
ロ
⑴
中
「
ベ
ッ
ク
マ
ン
温
度
計
及
び
」
を
削
り
、
同
項
2
中
チ
を
ト
と
し
、
リ
を
チ

と
し
、
同
表
十
の
項
中
2
及
び
3
を
削
り
、
4
を
2
と
し
、
5
を
3
と
し
、
6
を
4
と
し
、
同
表
十
三

の
項
中
「
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
第
二
百
五
条
第
二
項
」
を
「
基
準
器
検
査
規
則
（
平
成
五
年
通

商
産
業
省
令
第
七
十
一
号
）
第
九
十
三
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
イ
中
「
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省

令
第
七
十
一
号
）
」
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

山
梨
県
警
察
組
織
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

山
梨
県
条
例
第
三
号

　
　
　

山
梨
県
警
察
組
織
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

山
梨
県
警
察
組
織
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

別
表
四
の
項
名
称
の
欄
中
「
山
梨
県
韮
崎
警
察
署
」
を
「
山
梨
県
甲
斐
警
察
署
」
に
改
め
、
同
項
位

置
の
欄
中
「
韮
崎
市
」
を
「
甲
斐
市
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
五
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2
	　

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
警
察
組
織
条
例
別
表
四
の
項
に

規
定
す
る
山
梨
県
韮
崎
警
察
署
の
長
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
同
項
に
規
定
す

る
山
梨
県
韮
崎
警
察
署
の
長
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正

後
の
山
梨
県
警
察
組
織
条
例
別
表
四
の
項
に
規
定
す
る
山
梨
県
甲
斐
警
察
署
の
長
に
よ
っ
て
な
さ
れ



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
六
号　
　

令
和
三
年
三
月
十
二
日

三

た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
同
項
に
規
定
す
る
山
梨
県
甲
斐
警
察
署
の
長
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請

そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

（
山
梨
県
警
察
署
協
議
会
条
例
の
一
部
改
正
）

3
	　

山
梨
県
警
察
署
協
議
会
条
例
（
平
成
十
三
年
山
梨
県
条
例
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

	　

第
二
条
第
四
号
中
「
山
梨
県
韮
崎
警
察
署
協
議
会
」
を
「
山
梨
県
甲
斐
警
察
署
協
議
会
」
に
改
め

る
。

（
山
梨
県
警
察
署
協
議
会
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

4
	　

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
従
前
の
山
梨
県
韮
崎
警
察
署
協
議
会
の
委
員
で
あ
る
者
は
、
こ
の
条

例
の
施
行
の
日
に
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
警
察
署
協
議
会
条
例
第
二
条
第
四
号
に

規
定
す
る
山
梨
県
甲
斐
警
察
署
協
議
会
の
委
員
と
し
て
委
嘱
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
そ
の
委
嘱
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
者
の
任
期
は
、
同
条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
同
日
に
お
け
る
従
前
の
山
梨
県
韮
崎
警
察
署
協
議
会
の
委
員
と
し
て
の
任
期
の
残
任

期
間
と
同
一
の
期
間
と
す
る
。
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三
年
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二
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四


